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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
軸部及び拡底部を有する杭穴を掘削し、拡底部内にセメントミルクを注入した前記杭穴内
にコンクリート製の既製杭を埋設し、以下のように構成したことを特徴とする基礎杭構造
。
(1)前記既製杭は、上杭と下杭とを連結してなる。
(2)前記下杭は、突起を有する軸部の上端部を膨出して連結部を形成し、軸部と連結部の
境界に段部を形成する。
(3)前記突起及び前記段部を前記拡底部内に位置させる。
【請求項２】
下杭の軸部の下端部を膨出して連結部を形成したことを特徴とする請求項１記載の基礎杭
構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、杭穴拡底部における荷重支持の信頼性を向上させるために、拡底部を強化
し、杭の支持力を増大することを目的とした基礎杭構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、杭穴拡底部にコンクリート既製杭を埋設する場合、外径が一定のストレート杭１
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６では底面１７（外径Ｄ）で支持地盤（地盤底面）１１に支持されていた（図１５（ａ）
）。また、既製杭で、下端部が大径となった、いわゆるＳＴ杭２４でも、底面２５（外径
Ｄ）で下方に支圧して支持地盤１１に支持していた（図１５（ｂ））。
【０００３】
　また、通常杭穴の掘削中又は掘削後の既製杭の埋設前に、杭穴下層部にセメントミルク
を注入して、一定固化強度のセメントミルクが充填され、杭周辺部に土泥を固着させなが
ら杭を下降沈設させる埋設工法が行われ、シルト等を含む地質の良くない地盤では、施工
時の品質低下が懸念されていた。
【０００４】
　また、杭の外周にリブを設けたいわゆる節杭の従来の基礎構造は、ストレート杭穴のみ
であり、積載荷重および引抜力に関し、その拡底部の形状・寸法、および特に拡底部を設
ける埋設施工などで、そのリブなどへのせん断応力の配慮は不充分であった。
【０００５】
　また、一般に、杭穴内にセメントミルクを注入して、セメントミルクと掘削泥土とを撹
拌混合してソイルセメント層を形成する工法の場合、杭穴の上層部（口部）では、掘削泥
土が残されていた。杭穴上層部の充填物は、杭穴内への既製杭の下降に伴い地上に溢れで
て廃棄されるものであり、杭構造の品質には影響しないと考えられていたためである。
【特許文献１】特許第３０２０１８７号公報
【特許文献２】特許第２６５１８９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の既製杭では、支持力の発現は主として既製杭の底面１７、２５に限られると考え
られており、支持力は既製杭の底面積に因っていた。又、引き抜き抵抗力は、主として杭
の表面摩擦力によるために、その表面積に依存していた。従って、従来の杭穴２６の拡底
部２８の外径ＤＤ1 は軸部２７の外径ＤＤ0 の１．２～１．５程度に限られていた。また
、埋設時既製杭の側面１６ａ、２４aおよび杭下端部端面１７、２５等と、杭穴２６内で
固化したセメントミルクまたは掘削土と混合したソイルセメントなどとの付着力は、特別
に配慮はされていなかった（図１５）。
【０００７】
　　また、節杭は、側面での摩擦力により地中に保持される機能を有する杭であり、通常
、杭の長さ（杭穴の深さ）は１０～３０ｍ程度であり、ストレート杭１６などとは全く異
なる規格分野で利用されており、根固め用の拡底部は形成されていなかった。従って、下
端部での支持力および引き抜き抵抗力は、特に配慮されず杭の節部の強度を充分生かした
基礎構造となっていないのが実体であった。
【０００８】
　　即ち、節杭を埋設する杭穴がストレートで、杭穴径が節部径とほぼ同径で、杭部と杭
穴内壁との隙間が僅少であり、さらにその根固め部の施工に関しても該杭の下端部端面及
び、下端部各節部より伝搬される上下の応力によるせん断力を考慮し、杭性能を十分生か
した杭穴の形状・寸法での掘削および杭の埋設施工が行われていなかった。
【０００９】
　　また、杭穴上層部に残存する掘削泥土層を通過して既製杭を下降させた場合には、既
製杭の外面に泥土膜が形成された状態で、杭穴内に埋設されるため、既製杭に初期沈下が
生じると共に、杭穴内で、セメントミルクなどと既製杭との一体化が十分には図れない問
題点があった。
【００１０】
　　従って、杭の支持力発現時の初期沈下時の品質の安定性も改善が必要であると共に、
シルト等を含む支持力の良くない地質に関しても個別に配慮した工法は行われておらず、
埋設する地質に対する品質安定性の改善が必要で、地層に対応して、各既製杭の強度が有
効に活用されていない等の問題点があった。
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【００１１】
　　また、基礎杭において、各杭の性能を充分発揮させるために、通常数本の連結杭を採
用するが、従来の突起付き杭の代表である節杭を用いた異種連結杭においては、鉛直支持
力を主として突起（節部）による摩擦力を利用した下杭と、水平支持力として所定の耐曲
げ応力等を有する円筒杭を上杭として構成して継ぎ杭とし、両杭の軸径は、通常、同一寸
法として構成されている（例えば、特許第２６５１８９３号公報等）。即ち、突起付き下
杭を有する異種杭連結は、水平支持力の上杭（円筒杭）と摩擦力の下杭（節杭）の構成と
し、両杭の軸径を略同一寸法とし杭穴軸部で両者の連結をする方法であった。また、両杭
の軸径が異なる寸法として上杭の水平力を強化した構造も各種提案され、杭径寸法の変更
部分を杭本体または杭連結部に設けられているが、いずれもその変更部分が杭穴軸部に位
置しておりその変更部分を杭周ソイルセメントなどで補強が充分できず、その変更部分の
強度及び応力集中などへの技術面及び、経済性の両面から対応が困難であった。従って、
従来の連結技術では、例えば下杭の支持力が大きい等の場合に、上杭の水平支持力が最適
値となる杭形状・外径寸法を採用することができず、結果として連結杭全体として最適な
連結構成の設計ができなかった。即ち基礎杭全体としても最適な支持力等を実現するのが
困難であった。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　然るにこの発明は、拡底した杭穴内に、外周に突起及び段部を有する既製杭を埋設した
基礎杭構造を採用することにより、前記問題点を解決した。
【００１３】
即ちこの発明は、軸部及び拡底部を有する杭穴を掘削し、拡底部内にセメントミルクを注
入した前記杭穴内にコンクリート製の既製杭を埋設し、以下のように構成したことを特徴
とする基礎杭構造である。
(1)前記既製杭は、上杭と下杭とを連結してなる。
(2)前記下杭は、突起を有する軸部の上端部を膨出して連結部を形成し、軸部と連結部の
境界に段部を形成する。
(3)前記突起及び前記段部を前記拡底部内に位置させる。
　また、前記において、下杭の軸部の下端部を膨出して連結部を形成したことを特徴とす
る基礎杭構造である。
【００３２】
　尚、以下において、√３は、「平方根３（約１．７３２・・）」を表す。
【発明の効果】
【００３３】
　拡底掘削した杭穴内に、下端部に突起を有する既製杭を埋設し、その既製杭とソイルセ
メントとの一体化の品質が良い杭構造を構成するので、突起の上面および下面周縁からの
せん断力が支持地盤に伝搬し、所定角度の円錐状の底面で支持地盤に支持面を形成でき拡
底部径全体で支持するために、１本の杭が負担すべき垂直荷重および引抜力を従来より大
幅に（２倍以上）に増加させることができる。
【００３４】
　　また、杭穴口までソイルセメントを形成して既製杭を沈設し、既製杭の節部等の表面
に土泥の固着層を形成させないため、既製杭とソイルセメントとの密着状態が良く、ソイ
ルセメント固化時の初期沈下が防止できる。
【００３５】
　　また、埋設地盤にシルト等が含まれ支持地盤として良くない場合には、掘削土とセメ
ントミルクを置換するので、ソイルセメント品質が地質に左右されず安定した強度および
品質が得られる。
【００３６】
　　また、突起を設けると共に上部軸部径を下部軸径より大径とし、上方に向けて徐々に
大径となる傾斜段部を設けて既製杭を構成し、当該突起のみならず、傾斜段部をも杭穴の



(4) JP 4724878 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

拡底部内に位置させて、既製杭を杭穴内に埋設したので、突起からの支圧に加え、傾斜段
部からの支圧も付加することにより、より高垂直荷重に耐えることができる。
【００３７】
　　また、突起付きの既製杭の肉厚及び圧縮強度等を可変させて、突起付きの下杭と上杭
とのバランスを考慮して、下杭と上杭とをほぼ同一軸力強度となるように設定することに
よって、既製杭全体の軸力強度がほぼ一定となり、過大な荷重がかかった際の杭材の破壊
を効率よく防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　(1) 掘削ロッドを正転して、通常の杭穴と同等の杭穴１の軸部（穴径Ｄ00）２を掘削す
る。
【００３９】
　　(2) 掘削ロッドを逆転して（あるいは他の拡大掘削用の掘削ヘッドを使用して）、杭
穴１に拡底部３を掘削し（図１（ａ））、穴径Ｄ11とする。拡底部３内にセメントミルク
（支持地盤の強度に対応した固化強度１００～３００ｋｇ／ｃｍ2 程度）を注入し、掘削
土と撹拌・混合しソイルセメント化する。次に、杭穴軸部に杭周固定液としてのセメント
ミルクを注入し、掘削土と攪拌し、ほぼ杭穴口までソイルセメント化する。
【００４０】
　　(3) 次に杭穴１内に、下端部に環状リブ（外径Ｄ1 ）５、６、７を形成したコンクリ
ート製の既製杭（軸径Ｄ0 ）４を下降させる（図１（ｂ））。前記環状リブは下から順に
５、６、７とする。
【００４１】
　　(4) 杭穴１の拡底部３内であって、拡底部３の地盤底面１１から所定高さＤH1（ソイ
ルセメントの所要強度分の厚さ。通常は杭の軸径以上） に、最下端面が位置するように
既製杭４を埋設して杭構造１０を構築する。ここで、環状リブ５、６が杭穴１の拡底部３
に配置される。
【００４２】
　　(5) ここで、既製杭４に垂直荷重が作用する場合は、既製杭４の軸部８の下端面８ａ
、のみならず、既製杭４の側面の環状リブ５、６の下面５ａ、６ａの周縁で、せん断力が
伝搬して、夫々角θ1 （３０°程度）の角度で円錐状の底面に相当する部分で支圧力が生
じ、支持地盤面（地盤底面）１１では、順にＤ8a 、Ｄ5a 、Ｄ6a に作用するが、拡底部
１３内での環状リブ５、６とソイルセメントとの一体性が高いため、垂直荷重は拡底部３
の径全体（Ｄ11）で発現する。
【００４３】
　　従って、従来のストレート杭（ほぼＤ0相当）に比して、１本の杭１０の支持力を大
幅に増加できる。すなわち、杭強度および建物などに基づく必要な支持力は、拡底部径を
寸法Ｄ8a以上から寸法Ｄ6a以下の広い範囲で選択することにより所望の支持力に設定でき
る（図１（ｃ））。
【００４４】
　　(6) 次に、既製杭４に引抜応力が作用した場合は、側面の環状リブ５、６の上側の５
ｂ、６ｂの周縁でせん断力が伝播し夫々角θ2 （３０°程度）の角度で上方へ円錐状に作
用するが、拡底部３内の最上位の環状リブ６と拡底部３の最上端（杭穴軸部２の最下端）
の水平面Ｘとの間隙ＤH2（ソイルセメントの所要強度分の厚さ。通常は杭の軸径以上）を
設け（即ちＤH2間は、環状リブが形成されていない）、拡底部３内での環状リブ部とソイ
ルセメント部の一体性が高いため、引き抜き抵抗は拡底部径全体で発現できる。従って、
垂直荷重の作用時と同様に、ストレート杭に比して、１本の杭の引抜力を大幅に増加でき
る。すなわち、杭基礎および建造物において必要な引抜力は、拡底部径を寸法Ｄ5b以上か
ら寸法Ｄ6b以下の範囲で選択することにより所望の引抜力に設定できる（図１（ｄ））。
【００４５】
　　ここで、突起部の支持力及び、引抜力を更に増加したい場合は、拡底部内の既製杭の
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突起の数を増加すること、または、突起の外径を大きくすることにより（突起が破壊され
ない限度において）でも可能である。
【００４６】
　　また、本例では、一個の突起のせん断力の負担範囲が隣の突起のせん断力の負担範囲
と重ならないで互いに十分作用するように、せん断力の伝搬角度θ（θ1、θ2 ） より各
突起の高さを勘案し、環状リブ等の間隔も充分余裕が取ってある。
【００４７】
　　従って、突起の段数（上下方向の数）を増加させる場合は、突起の支持力を充分に発
揮させるために、上記のように各突起のせん断力の伝搬角度θ（θ1、θ2）を考慮した間
隔を設定する必要がある（図１（ｂ）（ｃ））。
【００４８】
　　従って、杭穴１の拡底部３の径を大きくして底面の面積をできるだけ大きくすれば支
持力および引抜力は増加するが、既製杭の強度、既製杭の埋設間隔及び掘削装置の掘削効
率等を考慮した拡底部の最適掘削径は、杭穴の軸径の外径の１．２～２．５倍程度で、杭
穴を構成し、この杭穴の中には所定の突起部を設けた杭を使用することが望ましい。
【００４９】
　　また、前記埋設方法は、先端地盤強度がＮ値５０未満の地質においても有効であるが
、特に地質が良くない、シルト等を多く含み強度に影響を与える場合には、拡底部の掘削
土を注入するセメントミルクと置換し、シルトなどの混入を極力低減し、少なくとも拡底
部３のセメントミルクの品質を向上させ、固化後の強度を安定・向上させることもできる
。
【００５０】
　　また、前記埋設方法では、拡底部３内にソイルセメント層を形成した後に、既製杭４
を下降・沈設したが、基礎杭構造の所要品質により、従来からあるように、ソイルセメン
トを形成しながら既製杭４を埋設し、あるいは既製杭４を下降させた後にソイルセメント
を形成することも任意である。
【００５１】
　　また、セメントミルクの注入時期も、基礎杭構造の所要品質により、拡底部３の掘削
の前後、既製杭の下降の前後、いずれでも任意である。要は、拡底部３内に、固化後に所
定の強度・品質のソイルセメント層が形成されればよい。
【００５２】
　　また、ここでは、既製杭として既製コンクリート杭で説明しているが、杭下端部に所
定の突起を形成した既製杭であれば、コンクリート以外の他の杭材においても適用でき同
様の効果が得られる。
【００５３】
　　即ち、上記の発明に基づき、既製杭の突起部（いわゆる節など）を杭穴の拡底根固め
部に配置して埋設・定着させるに際して、「既製杭の形状及び構造」「杭穴拡底部の形状
・寸法」「杭穴拡底部内の充填物の構成」「杭穴拡底部内での既製杭の埋設位置」等を考
慮して基礎杭を築造することにより、その突起により作用する下向きのせん断力を利用し
た先端支持力による高鉛直支持力杭を実現し、更に同様にその突起による上向きのせん断
力を利用した高引抜力杭を実現できる。
【００５４】
　　また、上記の発明による突起付きの高鉛直支持力及び高引抜力を有する既製杭におい
て、他の杭特性とのバランスを取り、より高性能の基礎杭を構成するためには、拡底根固
め部内において突起により先端支持力を発揮させた突起を有する下杭に、所望の上杭を連
結した基礎杭を形成する新たな技術を導入ことにより、該高鉛直支持力及び高引抜力など
に適合した所定形状寸法の上杭による所望性能すなわち水平支持力などを適合させたバラ
ンスの良い基礎杭を容易に実現できる。
【００５５】
　　また、上記発明は、高鉛直支持力及び高引抜力のいずれも強化した下杭としたが、求
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める基礎杭の性能により、高鉛直支持力又は高引抜力のいずれか一方のみを強化した下杭
に、上杭を連結して基礎杭（既製杭）とすることもできる。この場合にも、高鉛直支持力
又は高引抜力の一方のみを強化ができる構成で杭穴（拡底部）内に埋設される下杭に、同
様の構成で上杭を連結する。この場合にも、従来に無い更にバランスの取れた高性能な基
礎杭が得られることは言うまでもない。
【実施例１】
【００５６】
　図面に基づきこの発明の実施例を説明する。
【００５７】
　　この実施例に使用するコンクリート製の既製杭４は、全長に亘り、環状リブを形成し
てある。前記環状リブは、杭穴１の拡底部３内に埋設される環状リブ５、６、杭穴１の軸
部２内に埋設される環状リブ１２、１２とを形成してある。また、前記既製杭４は、軸部
８の外径Ｄ0 ＝６０ｃｍ、各環状リブの外径Ｄ1 ＝７５ｃｍ、環状リブのピッチＰ＝１０
０ｃｍで形成されている（図２）。
【００５８】
　　次に、軸部２の径Ｄ00（８０ｃｍ）、拡底部３の径Ｄ11（１５０ｃｍ）の杭穴１を掘
削する（図３（ａ））。ここで、杭穴１の拡底部３内には所定固化強度（３００ｋｇ／ｃ
ｍ2 ）のセメントミルクが注入され、掘削土と撹拌・混合したソイルセメントが充填され
ている。また、杭穴１の軸部２には、固化強度（２００ｋｇ／ｃｍ2 ）のセメントミルク
が注入され、掘削土と撹拌・混合して生成されたソイルセメント（３０Ｋg／ｃｍ2程度）
がほぼ杭穴口まで充填される。
【００５９】
　　続いて、杭穴１内に既製杭４を下降させ、杭穴１の拡底部３内に既製杭４の下端部９
を保持する。ここで、既製杭４の底面（最下端部面）８ａは、拡底部３の地盤底面１１よ
り高さＤH1（６０ｃｍ。既製杭４の底面８ａと地盤底面１１と間のソイルセメント層の厚
さ）に位置し、拡底部３内に位置する最上位の環状リブ６と拡底部３内の最上部の水平面
Ｘとに間隙ＤH2（６０ｃｍ）を設ける。
【００６０】
　　ソイルセメントの固化により、杭穴１内に既製杭４が埋設された杭構造１０を構築す
る（図３（ａ））。
【００６１】
　　前記において、杭穴１内に既製杭４を回転させながら下降することもできる。このよ
うにして、既製杭４の表面に土泥を固着させないようにすることもできる。
【００６２】
　　また、本実施例の埋設地盤の下層は砂質土であるが、埋設地盤が、シルト等を含み地
質が良くない場合は、セメントミルクを拡底部の最下端に注入し、強度上良くないシルト
等を杭穴の上層部に押し上げて置換することにより、拡底部内は好ましくないシルトなど
を極力少なくした所要の強度および品質のセメントミルク層が形成される。
【００６３】
　　次に、上記杭構造１０に垂直荷重Ｗ1を加え、最終的に（Ｗ1＝１０００ｋｇ／ｃｍ2

程度）、杭構造１０はクラック１３ａを生じて破壊される（図３（ｂ））。
【００６４】
　　クラック１３ａは、杭穴１の拡底部３内で、上方に位置する環状リブ６の下面６ａの
周縁から生じ、鉛直となす角θ1 （約３０°程度）で下方に底面１４ａの円錐状１４ｐｒ
に形成される。
【００６５】
　　即ち、既製杭４の支圧力は、拡底部３内では、底面８ａのみではなく、環状リブ５、
６の下方に向けた面５ａ、６ａの周縁から円錐状に生じることが確認できる（図１（ｃ）
）。
【００６６】
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　　また、上記同様で杭長１４ｍの杭構造１０において、引抜応力Ｗ2（Ｗ2 ＝１０ｔ／
ｍ2 程度）を加えたところ、最終的に引き抜きが生ぜず杭構造１０は健全であった。
【００６７】
　　更に、引抜力を加えたところ、杭構造１０は、クラック１３ｂを生じて破壊される。
クラック１３ｂは杭穴１の拡底部３内で、下方に位置する環状リブ５の上面５ｂの周縁か
ら生じ、鉛直と成す角θ2 （約３０°程度）で上方に底面１４ｂの円錐状１４ｐｕに形成
される（図３（ｃ））。
【００６８】
　　即ち、既製杭４の引抜応力は、拡底部３内では環状リブ５、６の上方に向けた面５ｂ
、６ｂの周縁から円錐状に生じることが確認できる（図１（ｄ）、図３（ｃ））。
【００６９】
　　また、杭構造１０はソイルセメントと既製杭４との一体性が良いため、垂直荷重がか
った際には、地盤底面１１から下方の地盤へもＤA のように、応力が伝搬する（図１（ｃ
））。
【００７０】
　　また、上記と同様に、杭構造１０に引抜応力がかかった際にも、拡底部３の最上部の
水平面Ｘから上方の地盤へも、ＤB のように、応力が伝搬し、アンカー的な役割を果たす
（図１（ｄ））。
【００７１】
　［実験例］
　環状リブ５、６、・・・を形成していない同一の軸径Ｄ0 のストレート杭１６を杭穴１
内の同程度のセメントミルク内に埋設して基礎杭構造１８を構成する（図４）。
【００７２】
　　同様の試験をすると、垂直荷重Ｗ3 （＝５００ｋｇ／ｃｍ2 程度）で、杭構造１８の
ストレート杭１６の底面１７からやはり円錐状のクラック１３ｃが生じて破壊する。
【００７３】
　　従って、Ｗ1 は、Ｗ3 の２倍程度であり、従来、垂直荷重には作用しないと思われて
いた環状リブおよびソイルセメントの一体性の品質向上の付加により、支圧力の大幅な増
加が得られることが確認できた。
【００７４】
　　また同様に、引き抜き試験をすると、図４の基礎杭構造１８の場合、通常の計算値で
は、５ｔ／ｍ2 程度の引抜力が認められるが、前述のように、本発明の杭構造１０では、
これの２倍以上の１０ｔ／ｍ2 程度の引抜力Ｗ2 が確認でき大幅な増加が得られた。
【００７５】
　　即ち、上記実験では、ソイルセメントが充填された所定径の杭穴拡底部３内に既製杭
の環状リブ５、６を埋設したこと、垂直荷重及び引抜力が確実に伝達するように既製杭４
の底面８ａと拡底部３の地盤底面１１とに間隙ＤH1を、また、拡底部３内に位置する最上
位の環状リブ６と拡底部３の最上部の水平面Ｘとに間隙ＤH2を設けたこと、かつ既製杭４
とソイルセメントの一体性が良いこと、その他（セメントミルクの強度等）の条件により
得られた結果であることが確認された。
【実施例２】
【００７６】
　次に図５、６に基づき他の実施例を説明する。
【００７７】
　前記実施例１において、環状リブ５、６、・・・は、既製杭４の全長に亘って設けたが
、少なくとも杭穴１の拡底部３内に位置する部分に環状リブを形成すればよい。
【００７８】
　また、前記実施例１において、環状リブ５、６、・・・を設けたが、断続した突起（平
面十字状）２１、２２、２３を上下に交互に設けることができる（図５（ａ）。突起２１
は突起片２１ａ、２１ａから（図５（ｄ））、突起２２は突起片２２ａ、２２ａから（図
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５（ｃ））、突起２３は突起片２３ａ、２３ａから（図５（ａ））、夫々形成される。
【００７９】
　また、前記実施例１において、環状リブ５、６、７を同径としたが、下方から順にに大
径となるようにＤ2 、Ｄ3 、Ｄ4 と異なる外径（Ｄ2 ＜Ｄ3 ＜Ｄ4 ）とすることもでき（
図６（ａ）（ｂ））、あるいは逆に小径となるような外径（Ｄ2 ＞Ｄ3 ＞Ｄ4 ）とするこ
ともできる（図示していない）。
【実施例３】
【００８０】
　図７～図１１に基づきこの発明の他の実施例を説明する。実施例１の杭構造１０では、
杭穴１の拡底部３内は大幅な垂直荷重や引抜力に対する強化がなされるが、本実施例では
、更に杭穴軸部も強化して、杭構造全体として軸部と拡底部でバランス良い強化を実現で
きる為の既製杭とし、合わせて施工効率も高めるものである。
【００８１】
　前記実施例１、２では、基礎杭全体として垂直支持力（耐鉛直荷重）及び引抜力が２倍
以上強化されるが、拡底部３内の既製杭は軸部に突起を形成して全体として所定の強度を
確保するものである。この場合、拡底部３内の既製杭の軸部径は、その強度の割には小径
となっているので、拡底部３内の既製杭の軸部径をその径のままで既製杭の上部（拡底部
３の上方で、杭穴軸部に配置される既製杭の部分）に適用したならば、既製杭の上部で、
一般に杭材の強度が不足しやすくなり、施工範囲が限られることにもなる。
【００８２】
　よって、深さ方向での求める性能の違いに対応する観点から、上杭と下杭とを連結して
基礎杭を構成し、上杭及び下杭を夫々求める性能に応じた構成とすることが有効となる。
即ち、杭穴軸部での大きい曲げモーメントや圧縮力等が要求される施工現場では、その深
さで要求される強度等の所定の仕様を満たした上杭を使用することとなる。そして、杭穴
の拡底部内に埋設される下杭（所定の支持力、引抜力を有する）に、この上杭を連結して
、既製杭を構成すると共に、所定の性能を満たした杭穴内（拡底部、軸部）に埋設すれば
、施工範囲が限られず、基礎杭全体として要求される性能仕様へ対応が容易となる。この
ように、上杭と下杭を連結して基礎杭を構成すれば、汎用性、コスト面からも望ましい構
成の基礎杭とすることができる。また、上杭下杭の連結による場合と同様に、１本の既製
杭を使用する場合であっても、１本の既製杭の上部と下部とを求める性能に応じて、軸部
径や突起部等を異なる仕様として構成することも同様に有効である。
【００８３】
　即ち、この発明による拡底根固め部内において、先端支持力を発揮させる突起を有する
下杭に、所望の上杭を連結して基礎杭を形成する新たな技術を利用し、更に根固め部内の
下杭において、下杭の形状寸法を上杭の軸部若しくは外側の形状・寸法へ調整する部分を
設けることによって、下杭と上杭との連結部の形状・寸法を一致させたりあるいは連結を
容易にさせる寸法・形状とさせることができる。従って、上杭の形状寸法の選択範囲が広
がり、水平支持力等の選択範囲も広がり、上杭と下杭の応力マッチングが容易となり基礎
杭全体としての総合的性能を向上させることができる。
【００８４】
　また、この突起による上方せん断力を発揮させた高引抜き力を有する下抗に対しても、
同様に所望の上杭をバランス良く適合させることができることは勿論である。更に、下杭
と上杭との連結おいては、両者の連結部を同一外径の円筒形状となるように下抗の調整部
で整合させることが望ましい。これにより、上下両杭の応力バランスが取り易く、また連
結作業においても確実で安定しており、本基礎杭が高性能であり従来にない施工管理が必
要であるので、品質維持・管理上も有利となると共に経済性の面からも有利となる。
【００８５】
　この実施例の既製杭４は、杭穴１の軸部２に位置する部分に使用する１本又は複数本の
上杭３０と杭穴１の拡底部３に位置する部分に使用する下杭３２とから構成される中空コ
ンクリート杭である。前記上杭３０は、外形Ｄ9 （＝７００ｍｍ）、肉厚１１０ｍｍ、コ
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ンクリート圧縮強度８５０ｋｇ／ｃｍ2 に形成されている（図８（ａ））。
【００８６】
　また、前記下杭３２は、軸部３３外径Ｄ0 （＝６００ｍｍ）、軸部肉厚９０ｍｍで、下
端部及び中間部に環状リブ（外径Ｄ1 ＝７５０ｍｍ）５、６が２つ形成され、上端部は膨
出され上杭３０との連結部（外径Ｄ9 ＝７００ｍｍ）３４とし、当該連結部内厚１６５ｍ
ｍ、コンクリート圧縮強度１０００ｋｇ／ｃｍ2 に形成されている。ここで上杭として使
用する杭は、通常はプレストレス量の大きいものを使用するため、上下杭の肉厚、コンク
リート圧縮強度等を可変させて、軸力強度をほぼ同一強度にしている。前記膨出した連結
部３４と軸部３３との境界は徐々に外径が変化する段部３５が形成されている（図８（ａ
））。下杭３２の環状リブ５、６と段部３５の間隔は、下杭３２の底面８ａから５００ｍ
ｍの位置に環状リブ５を、１５００ｍｍの位置に環状リブ６を、２０００ｍｍの位置に段
部３５を夫々形成する。
【００８７】
　本実施例では、基礎杭における各杭材の耐力をバランス良く構成し、かつ高強度を実現
する構造としてある。即ち、根固め部において、下杭３２はその軸部３３を含めて段部３
５まで根固め部内に埋設している。
【００８８】
　ここで、例えば、段部３５まで根固め部外に出し、軸部３３も上部が根固め部の外部に
形成された場合には、軸部３３の根固め部の外部に位置する部分の支持強度は、外径Ｄ0 
（６００ｍｍ）の通常の杭と同様となってしまう。よって、この部分の強度は、該高強度
の根固め部支持強度の約２分の１、また段部３５については上部に連結する上杭（７００
ｍｍ）の約７０％程度しか支持強度を発揮することができない。
【００８９】
　従って、根固め部及び杭材の強度を生かすには、下杭３２の軸部３３及び段部３５を根
固め部に埋設することが最適である。
【００９０】
　また、下杭３２は軸部３３の円に沿って等間隔に配置されたＰＣ鋼棒３７、３７の周り
に螺旋鉄筋３８が周設された配筋となっている（図９（ａ）（ｂ））。
【００９１】
　尚、前記下杭３２の製造にあたり、専用の凹凸形状の型枠を使用しても良いが、従来の
円筒杭（ストレート杭）の型枠の内面にテーパーを取り付けて突起部を形成することもで
きる（図示していない）。
【００９２】
　次に、軸部２の径Ｄ00（＝７８０ｍｍ）、拡底部３の径Ｄ11（＝１５００ｍｍ）の杭穴
１を掘削し、実施例１と同様に、杭穴１の拡底部３内には所定固化強度（３００ｋｇ／ｃ
ｍ2 ）のセメントミルクを注入し、掘削土と撹拌・混合したソイルセメントを充填し、杭
穴１の軸部２には固化強度（２００ｋｇ／ｃｍ2 ）のセメントミルクを注入し掘削土と撹
拌・混合して、ソイルセメント（３０Ｋg／ｃｍ2程度）をほぼ杭穴口まで充填する（図７
（ａ））。
【００９３】
　続いて、下杭３２を、杭表面に土泥を固着させないように、必要ならば回転を加えて、
下降させ（図７（ｂ））、上杭３０を下杭３２の連結部３４に連結して、下降させる（図
７（ｃ））。杭穴１の拡底部３内に既製杭４の下杭３２を保持する。ここで、既製杭４の
下杭３２の底面（最下端部面）８ａは、拡底部３の地盤底面１１より高さＤH1（６０ｃｍ
程度）に位置している。また、下杭３２の連結部３４の段部３５は、杭穴１の拡底部３内
の上側に位置し、最上位の環状リブ６から拡底部の最上部の水平面Ｘまでの間隙ＤH2（８
０ｃｍ程度）を設け、接続面３４ａ（上杭の下縁３１、下杭の上縁）は杭穴１の軸部２に
内に位置している。ソイルセメントの固化により、杭穴１内に既製杭４が埋設された杭構
造１０を構築する（図７（ｄ））。
【００９４】
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　このように構築された杭構造１０は、実施例１と同様に、垂直荷重に対して、底面８ａ
、環状リブ５、６の下方に向けた面５ａ、６ａ、更に、段部３５の下方に向けた面が作用
して、実施例１以上に、負担する垂直荷重の大幅な増加が図れる（図１（ｃ）、図３（ｂ
））。また、引抜力に対しても、実施例１と同様に、環状リブ５、６の上方に向けた面５
ｂ、６ｂが作用して、実施例１と同等以上の高引抜耐力を得ることができる（図１（ｄ）
、図３（ｃ））。
【００９５】
　前記において、上杭３０の外径を下杭３２の軸部３３の外径より適宜大径にでき、既製
杭４の軸部（上杭３０）の曲げモーメントの増加を図り、杭穴１拡底部３での杭構造１０
としての強化を維持したまま、杭穴１軸部２での杭構造１０の水平荷重、垂直荷重に対す
る耐力を強化できる。また、上杭３０の外径を下杭３２の軸部３３の外径より大径とする
ことにより、杭穴１軸部２で、既製杭４（上杭３０）の外面と杭穴１内面との間隙を小さ
くでき、杭穴１軸部２での杭周固定液の使用量を軽減できる。また、水平荷重、垂直荷重
等に対する耐力を強化したまま、上杭３０の外径を、下杭３２の軸部外径より大きく、環
状リブ５、６の外径よりも小さくすれば、杭表面積が小さくなり、杭の挿入がし易くなる
。
【００９６】
　前記実施例において、既製杭４の下杭３２は、軸部３３のみに配筋したが、上部の膨出
した連結部３４にも異形鋼棒３９、３９などの補強鉄筋を配置して、リング筋４０、４０
で補強することもできる（図１０（ａ）（ｂ））。
【００９７】
　このように、ＰＣ鋼棒３７、３７の外周に異形鋼棒３９、３９を配置することにより、
地上構造物等から作用する鉛直荷重、水平力に対して、杭頭部の破壊を防止することがで
き、また、異形鋼棒３９を配置することによって、過大な水平力に耐えることができる。
異形鋼棒３９の効果は、実施例４で詳細に述べる内容と同様であり、本実施例では記載を
省略する。尚、実施例４と同様に、異形鉄筋３９の長さの異なるものを複数（例えば２種
類）用意し、隣合う異形鉄筋同志を異なる長さのものとすることもできる（図１４（ｃ）
）。
【００９８】
　更に、下杭３２はＰＣ鋼棒３７、３７の間隙に、異形鋼棒など４１、４１を中空部３６
を経由して斜に配筋（いわゆる「Ｘ配筋」）して補強することもできる（図１１（ａ）（
ｂ））。
【００９９】
　また、前記実施例において、上杭３０及び下杭３２は、圧縮強度８００～１０００ｋｇ
／ｃｍ2の範囲で、強度を設定することが望ましいが、他の強度とすることもできる。
【０１００】
　また、前記実施例において、既製杭４の下杭３２の段部３５の傾斜角度は、軸力の伝搬
角度θ（θ1、θ2 。約３０°）で形成することもでき、垂直荷重作用時に段部がより有
効に作用するので望ましいが（図８（ｃ））が、段部の角度は任意に設定できる。また、
下杭３２は、下端部にも上端部同様に膨出した連結部４２を形成することもでき（図８（
ｄ））、この場合、更に支持力、引抜力を向上させることができる。
【０１０１】
　また、前記実施例において、既製杭４の下杭３２は連結部３４を上方に延長して長さＬ
に形成することもできる（図８（ｂ））。長さＬは上部に連結する上杭３０や杭構造１０
の上部に構築される構造物の荷重等を考慮して適宜選択して設定する。また、連結部３４
の長さＬを必要な上杭３０の長さとすれば、単杭として一体の既製杭とすることもでき、
上杭３０を不要とし、施工において接合作業を省くことができる。
【０１０２】
　また、前記実施例において、上杭３０、下杭３２はコンクリート杭としたが、コンクリ
ート杭の外周に鋼管を巻いて構成し、あるいは同様の構造の鋼管杭とすることもできる（
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図示していない）。
【実施例４】
【０１０３】
　（１）図１２～図１４に基づきこの発明の他の実施例を説明する。実施例３では、実施
例１の杭構造１０における垂直荷重や引抜力に対する強化に加え、杭穴軸部も強化して、
杭構造全体としてに軸部と拡底部でバランス良い強化を実現できる為の既製杭とし、合わ
せて施工効率も高めた。本実施例では、更に、根固め部の高い鉛直支持力強度能力を最大
限生かし、かつ生産効率をも高めるものである。
【０１０４】
　　（２）既製杭の構成
　この実施例の既製杭４は、杭穴１の軸部２に位置する部分に使用する１本又は複数本の
上杭３０と杭穴１の拡底部３に位置する部分に使用する下杭３２とから構成される中空コ
ンクリート杭である。前記上杭３０は、外形Ｄ9 （＝７００ｍｍ）、肉厚１１０ｍｍ、コ
ンクリート圧縮強度８５０ｋｇ／ｃｍ2 に形成されている（図１３（ａ））。
【０１０５】
　　また、前記下杭３２は、軸部（下部軸部）３３外径Ｄ0 （＝６００ｍｍ）、軸部肉厚
９０ｍｍで、下端部及び中間部に環状リブ（外径Ｄ1 ＝７５０ｍｍ）５、６が２つ形成さ
れ、上端部は外径Ｄ9のストレート杭状の上部軸部４３を形成し、該上部軸部４３の上端
部が上杭３０との連結部（外径Ｄ9 ＝７００ｍｍ）３４が形成され、当該連結部内厚１４
０ｍｍ、コンクリート圧縮強度１０００ｋｇ／ｃｍ2 に形成されている。
【０１０６】
　　前記上部軸部４３は、上側（最上部に位置する）の環状リブ６の上面に連続して一体
に形成されるので、実施例３のように、該部に軸部３３は現れない。また、外径Ｄ9の上
部軸部が、環状リブ６の外径Ｄ1（Ｄ1＞Ｄ9）に連続して形成されるので、環状リブ６の
外周部上面６ｃに斜め上向きの環状面が形成される（図１３（ａ））。
【０１０７】
　　ここで上杭３０として使用する杭は、前記実施例３と同様に、通常はプレストレス量
の大きいものを使用するため、上下杭の肉厚、コンクリート圧縮強度等を可変させて、軸
力強度をほぼ同一強度にしている。下杭３２の環状リブ５、６の間隔は、下杭３２の底面
８ａから５００ｍｍの位置に環状リブ５を、１５００ｍｍの位置に環状リブ６を、夫々形
成する。また、下杭３２は軸部３３の円に沿って等間隔に配置されたＰＣ鋼棒３７、３７
の周りに螺旋鉄筋３８が周設された配筋となっている。また、上部軸部４３の上端部には
、継手端板４５に固着された異形鉄筋４４、４４が環状に配置されている（図１４（ａ）
（ｂ））。
【０１０８】
　　このように、ＰＣ鋼棒３７、３７の外周に異形鋼棒４４、４４を配置することにより
、地上構造物等から作用する鉛直荷重、水平力に対して、杭頭部の破壊を防止することが
できる。また、連結杭とした場合、上杭３０から下杭３２へ伝搬する鉛直荷重に対して、
略均一に根固め部３までこれを伝達させることができる。このとき、上杭３０のＰＣ鋼棒
３７配筋位置と異形鋼棒４４配筋位置とを一致させることが望ましい。また、異形鋼棒４
４の周囲に螺旋鉄筋を配置することもできる（図示していない）。
【０１０９】
　　また、異形鋼棒４４を配置することによって、過大な水平力に耐えることができる。
また、異形鉄筋の長さの異なるものを複数（例えば２種類）用意し、隣合う異形鉄筋同志
を異なる長さのものとすることによって（図１４（ｂ））、破壊荷重付近の荷重が作用し
た場合、一度に既製杭が破砕されてしまうことを防止できる。
【０１１０】
　　尚、以上の異形鋼棒４４の作用効果は、実施例３の異形鋼棒３９においても同様に発
揮できる。
【０１１１】
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　　尚、前記下杭３２の製造にあたり、専用の凹凸形状の型枠を使用しても良いが、従来
の円筒杭（ストレート杭）の型枠の内面にテーパーを取り付けて突起部を形成することも
できる（図示していない）。
【０１１２】
　　また、本発明の下杭３２（リブ付きの高支持力杭の製造に関しては、上部軸部４３の
外径Ｄ9）寸法が、環状リブ５、６の外径Ｄ1寸法より大径であるために、簡単な製造型枠
交換程度で、容易に従来の環状リブ付きの杭を製造する設備を利用でき、新たな製造ライ
ンを構築せず量的にフレキシブルに生産できる利点がある。
【０１１３】
　　（３）基礎杭の埋設方法・基礎杭構造
　次に、実施例３と同様に、軸部２の径Ｄ00（＝７８０ｍｍ）、拡底部３の径Ｄ11（＝１
１００ｍｍ）の杭穴１を掘削し、実施例１と同様に、杭穴１の拡底部３内には所定固化強
度（２００ｋｇ／ｃｍ2 ）のセメントミルクを注入し、掘削土と撹拌・混合したソイルセ
メントを充填し、杭穴１の軸部２には固化強度（２００ｋｇ／ｃｍ2 ）のセメントミルク
を注入し掘削土と撹拌・混合して、ソイルセメント（３０ｋｇ／ｃｍ2程度）をほぼ杭穴
口まで充填する（図１２（ａ））。
【０１１４】
　　続いて、下杭３２を、杭表面に土泥を固着させないように、必要ならば回転を加えて
、下降させ（図１２（ｂ））、上杭３０を下杭３２の連結部３４に連結して、下降させる
（図１２（ｃ））。杭穴１の拡底部３内に既製杭４の下杭３２の下端部を設置する。ここ
で、既製杭４の下杭３２の底面（最下端部面）８ａは、拡底部３の地盤底面１１より高さ
ＤH1（５０ｃｍ程度）に位置している。また、下杭３２の最上位の環状リブ６から拡底部
の最上部の水平面Ｘまでの間隙ＤH2（５０ｃｍ程度）を設け、接続面３４ａ（上杭の下縁
３１、下杭の上縁）は杭穴１の軸部２に内に位置している。ソイルセメントの固化により
、杭穴１内に既製杭４が埋設された杭構造１０を構築する（図１２（ｄ））。
【０１１５】
　　このように構築された杭構造１０は、実施例１と同様に、垂直荷重に対して、底面８
ａ、環状リブ５、６の下方に向けた面５ａ、６ａ、の下方に向けた面が作用して、実施例
１以上に、負担する垂直荷重の大幅な増加が図れる（図１（ｃ）、図３（ｂ））。この場
合、実施例３より傾斜段部３５が形成されていない分だけ、作用する下方に向けた面が少
ないが、充分な効果が得られる。
【０１１６】
　　また、引抜力に対しても、環状リブ５の上方に向けた面５ｂ、環状リブ６の上向き外
周部上面６ｃが作用して、実施例１と同等以上の高引抜耐力を得ることができる（図１（
ｄ）、図３（ｃ））。
【０１１７】
　　（４）作用
　（ａ）下杭３２の上部軸部４３の外径をリブ外径Ｄ1より大きくしない（Ｄ9≦Ｄ1）こ
とによる作用効果：
　杭基礎の設計に際しては、先ず築造する建造物を支持する所要鉛直支持力が設定される
ので、その支持力の大部分を負担する根固め部（杭穴１の拡底部３）の構造およびその施
工方法を前提として他の水平力等の条件が調整されるのが通例である。
【０１１８】
　　本実施例では、杭基礎の施工における掘削作業は、前述のように、先ず、地上より、
杭穴１の軸部２を掘削し、同時に掘削泥土を杭穴壁に練りつけながら通常１０ｍから５０
ｍ程度の深度まで杭穴１軸部２を形成する。次に、根固め部を形成する所定の深度に到達
したならば、深度数メートルの範囲で掘削径を拡大して所定寸法形状の根固め部とし、所
要固化強度のセメントミルクを所定の方法で充填し構築し、根固め部の支持力が効率的に
発現できるよう施工されている。
【０１１９】
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　　そこで、注入されたセメントミルクと杭３２、３０の付着品質を確保するために、杭
穴１の軸部２の掘削径は、根固め部に埋設する環状リブ５、６付の下杭３２が、杭穴１軸
部２を沈設中に掘削泥土が環状リブ５、６に固着しないで滑らかに埋設させるために必要
な寸法であり、すなわち、根固め部にて支持力を発現する「下杭３２の環状リブの外径（
Ｄ1）＋３０ｍｍ程度」としてある。
【０１２０】
　　従って、同様趣旨で、この杭穴１軸部２に埋設できる「下杭３２の上部軸部４３（上
杭３０）」の外径寸法Ｄ9は、根固め部に埋設される環状リブ５、６の外径Ｄ1より大きく
ない外径（Ｄ9≦Ｄ1）寸法とし、杭穴１軸部２の掘削径をそのまま利用する方が２重掘削
にならず効率的である。
【０１２１】
　　例えば、さらに大きい径の「上部軸部４３（上杭３０）」を使用する場合は、拡底部
３の１０倍以上の深度に亘る大径の杭穴１軸部２の掘削が必要となるが、軸部２の掘削径
をさらに大きくする割には支持力の増加は少なく、経済性的に非効率である。
【０１２２】
　　従って、杭穴掘削深度が大きく、既製杭４を複数連結して構成する場合には、杭穴１
軸部２に埋設する上杭３０の軸径と、根固め部に位置する下杭３２の上部軸部４３の軸径
とは同一寸法で形成され互いに連結するので、この場合も根固め部の上部軸部４３の軸径
は環状リブ５、６外径Ｄより大きくしない方が有利である。
【０１２３】
　　即ち、既製杭４を単抗とした場合は、根固め部の上端部内に位置する杭の上部軸部４
３が杭穴１軸部にも位置し一体であり（図１３（ｂ））、連結杭の場合は根固め部に位置
する下杭の上部軸部４３と杭穴１軸部２に位置する上杭３０の外径は同一寸法Ｄ９で連結
されている（図１３（ａ））。
【０１２４】
　　（ｂ）上部軸部４３の径Ｄ9を下部軸部３３の軸径Ｄ0より大きくした作用効果：
　根固め部に環状リブを有する高支持力を発揮する基礎杭４は、支持力発現は従来の杭の
先瑞部支持力に加えて環状リブの支圧力を利用するために環状リブの上下および周辺部を
も所定固化強度のセメントミルク層で覆い、杭穴内で既製抗とセメントミルクとを一体化
した強固な根固め部を形成している。即ち、環状リブの支圧力を充分発現するために、環
状リブが接触するセメントミルク固化面をできる限り広くかつ層を厚くする必要があり、
その径差（Ｄ1－Ｄ0）を大きくするために、結果として環状リブ外径Ｄ1に対し下杭３２
の下部軸部３３の軸径Ｄ0を総合的に支持力として許容できる範囲で出来る限り小さくし
ている。
【０１２５】
　　また、上杭３０（単杭の場合は、上部軸部４３）の耐水平力を大きくする為の手段と
して、杭外径を大きくする方が、杭の素材強度を高め又はより高強度の杭種とするよりも
、経済的で、杭材、杭穴径共に選択肢が広くなり、有利である。
【０１２６】
　　従って、上部軸部４３の径Ｄ9を下部軸部３３の径Ｄ0に比べ大きくする方が根固め部
の性能を充分に生かすためにも必要であり、またＤ9寸法を適宜選択することにより求め
られている建造物の必要な支持力と適合させることも容易で、経済的である。
【０１２７】
　　（ｃ）下杭３２の上部軸部４３を、最上に位置する環状リブ６の直上に形成した作用
効果：
　根固め部内に環状リブを位置させる高支持力を発揮する基礎杭は、支持力発現は杭の先
端部支持力に加えて環状リブの支圧力を利用するために、環状リブの上下および周辺部に
も所定固化強度のセメントミルク層で厚く覆い該杭とセメントミルクとを一体化した強固
な根固め部を形成している。結果として、基礎杭の構造において、同一外径Ｄ0の円筒杭
（ストレート状）に比べて、約２倍の鉛直支持力が得られることが実験により確認されて
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いる。
【０１２８】
　　従って、杭穴根固め部の上端部から杭穴軸部に位置させる杭を、根固め部の下部軸部
３３（径Ｄ0）と同一寸法の同一杭材としたならば、根固め部の支持力に比して杭材強度
が小さく、高支持力を発現する根固め部の能力をフルに生かすことが困難である。よって
、根固め部の高鉛直支持力強度能力をフルに生かすためには、上部軸部４３（上杭３０）
の杭材として根固め部の杭材より高い強度の高品質（一般に高価）の杭材を使用すること
も考えられるが、大径の杭との連結が必要になり技術的にも問題が多く、その施工が制約
されることになる。
【０１２９】
　　この解決策として、実施例３の図８（ｄ）の構造の下杭３２としても解決できるが、
この方法は、根固め部の深さを多く取らなければならず、部材費および施工費ともに大き
くなる。特に、段付根固め杭が長いことによるその杭の段付部の製造、運搬時の取扱いお
よび根固め部の品質および信頼性に関して施工上固有の管理が必要となる。
【０１３０】
　　この根本的解決のために、本実施例４では、最上部に位置する環状リブ６の直上に上
部軸部４３（大径軸部Ｄ9）を一体に形成する構造とした。
【０１３１】
　　上記構造とすることにより、環状リブ６に前記寸法範囲で円筒杭を接続するのは製造
設備上、型枠交換などで容易であるので、その建造物に対する所要支持力に合わせた杭穴
の軸部抗径の選択が容易となる。
【０１３２】
　　環状リブ６の上に小径の軸部３３（軸径Ｄ0）および段差部がないために杭全長を短
くでき、応力の弱い杭部分が全く無くなり製造、施工等品質管理上容易となる。簡便なコ
ンパクトな根固め構造杭が得られた。
【０１３３】
　　また、基礎杭においては、一般に所要引抜き力は鉛直支持力に比べて小さいため、鉛
直支持力には２本の環状リブ５、６の下面５ａ、６ａを利用し、引抜き力には１本の環状
リブ５の上面５ｂを利用すれば実務的に充分可能である。
【０１３４】
　　従って、上部軸部４３（軸経Ｄ9）を最上部の環状リブ６の上側から直上に形成させ
れば、基礎抗としての鉛直支持力は環状リブ２本分の所望支持力が得られると共に環状リ
ブ６での鉛直支圧力は上部の上部軸部４３（大径）でさらに強度補強され信頼性が向上す
る。
【０１３５】
　　また、引抜き力は、ほとんど環状リブ５の支圧力で負担させており、上部の環状リブ
６は殆ど寄与していないので、実用上は問題なく、逆に効率的な構造となっている。即ち
、鉛直支持力、引抜き力ともに実用上バランスが取れており、大きい水平支持力及び鉛直
支持力の発現を可能とし、従来にない実用的な高支持力を有する杭基礎構造が得られた。
【０１３６】
　　（５）既製杭３２の配筋
　前記既製杭３２は、例えば、下部軸部径Ｄ0 ＝６００ｍｍ、突起部径Ｄ1 ＝７５０ｍｍ
、上部軸径Ｄ9 ＝７００ｍｍの既製杭４の場合、ＰＣ鋼棒３７を軸部径Ｄ0（６００ｍｍ
）の肉厚９０ｍｍのほぼ中央部に位置するように複数本均等に（環状等間隔に）配置し、
その外周を螺旋鉄筋３８で巻回し、鉄筋かごが形成されている（図１４（ｃ））。このと
き、巻回する螺旋鉄筋３８のピッチは杭全長に亘って同ピッチとすることが望ましい。
【０１３７】
　　次に、鉄筋かごの両端に、上下杭端板を取付ける。このとき、上部軸部４３側の杭端
板４５には、異形鋼棒４４、４４が取り付けられており、ＰＣ鋼棒３７、３７の外側でか
つＰＣ鋼棒３７とＰＣ鋼棒３７の間に配置される（図１４（ａ））。
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【０１３８】
　　また、異形鋼棒４４、４４の長さは２種類用意し（例えば、５００ｍｍと７００ｍｍ
）、異なる長さの異形鋼棒４４が夫々交互に位置するように配置する（図１４（ｂ））。
尚、異形鋼棒４４は上部軸部４３の全長に亘って設けることもできる（図示していない）
。
【０１３９】
　　その後、従来の既製杭の製造法と同様に、ＰＣ鋼棒３７、３７を引張して、プレスト
レスを導入し、遠心成形を行い、所定の養生をして、本発明の既製杭３２、４が完了する
（図１４（ｃ））。
【０１４０】
　　上記の様に配筋して形成した、既製杭３２（下部軸部径Ｄ0 ＝６００ｍｍ、突起部径
Ｄ1 ＝７５０ｍｍ、上部軸径Ｄ9 ＝７００ｍｍ）の上端に外径７００ｍｍの円筒杭を連結
して、同一外形で異形鉄筋４４の有無による２種類の試験体で曲げ試験を行った。
【０１４１】
　　異形鋼棒４４を設けた既製杭の方が、異形鋼棒４４を設けなかった既製杭と比較して
、約１．５倍の強度値を得ることができた。
【０１４２】
　　このことから、異形鋼棒４４を設けた既製杭を用いることが望ましいが、地上構造物
等からの応力を考慮して、適宜選択してもよい。
【０１４３】
　　（６）他の実施例
　前記において、上杭３０の外径を下杭３２の軸部３３の外径より適宜大径にでき、既製
杭４の軸部（上杭３０）の曲げモーメントの増加を図り、杭穴１拡底部３での杭構造１０
としての強化を維持したまま、杭穴１軸部２での杭構造１０の水平荷重、垂直荷重に対す
る耐力を強化できる。また、上杭３０の外径を下杭３２の軸部３３の外径より大径とする
ことにより、杭穴１軸部２で、既製杭４（上杭３０）の外面と杭穴１内面との間隙を小さ
くでき、杭穴１軸部２での杭周固定液の使用量を軽減できる。また、上杭３０の外径を、
水平荷重、垂直荷重等に対する耐力を強化したまま、下杭３２の軸部外径より大きく、環
状リブ５、６の外径よりも小さくすれば、杭表面積が小さくなり、杭の挿入がし易くなる
。
【０１４４】
　　前記実施例において、実施例３と同様に、既製杭４の下杭３２は、軸部３３のみに配
筋したが、上部の膨出した連結部３４にも異形鋼棒３９、３９などの補強鉄筋を配置して
、リング筋４０、４０で補強することもできる（図１０（ａ）（ｂ））。
【０１４５】
　　更に、下杭３２はＰＣ鋼棒３７、３７の間隙に、異形鋼棒など４１、４１を中空部３
６を経由して斜に配筋（いわゆる「Ｘ配筋」）して補強することもできる（図１１（ａ）
（ｂ））。
【０１４６】
　　また、前記実施例３と同様に、前記実施例において、上杭３０及び下杭３２は、圧縮
強度８００～１０００ｋｇ／ｃｍ2の範囲で、強度を設定することが望ましいが、他の強
度とすることもできる。
【０１４７】
　　また、前記実施例において、下杭３２は、下端部にも上端部同様に膨出した連結部４
２を形成することもでき（図１３（ｄ））、この場合、更に支持力、引抜力を向上させる
ことができる。
【０１４８】
　　また、前記実施例において、上部軸部４３の中間部に更に、環状リブ７を形成するこ
ともできる（図１３（ｃ））。上部軸部４３に環状リブ７を設けることによって、杭穴１
の軸部２に該環状リブ７が位置する。これによって、杭の表面積が増大し、杭穴軸部２に
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おいて周面支持力を増強することができ、杭穴の根固め部３での支持力と合わせて、更に
基礎杭構造全体としての強度が向上する。また、上部軸部４３に環状リブ７を設け、かつ
上部軸部４３の環状リブ７の外径をＤ1で略同一とすることにより、掘削された杭穴１に
既製杭３２、３０を挿入する際に既製杭３２、３０が傾斜してしまう、いわゆる偏心を防
止することができる。
【０１４９】
　　また、前記実施例において、前記実施例３と同様に、既製杭４の下杭３２は連結部３
４を上方に延長して長さＬに形成することもできる（図１３（ｂ））。長さＬは上部に連
結する上杭３０や杭構造１０の上部に構築される構造物の荷重等を考慮して適宜選択して
設定する。また、連結部３４の長さＬを必要な上杭３０の長さとすれば、単杭として一体
の既製杭とすることもでき、上杭３０を不要とし、施工において接合作業を省くことがで
きる。
【０１５０】
　　また、前記実施例において、実施例３と同様に、上杭３０、下杭３２はコンクリート
杭としたが、コンクリート杭の外周に鋼管を巻いて構成し、あるいは同様の構造の鋼管杭
とすることもできる（図示していない）。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】この発明の実施例の概略した縦断面図で、（ａ）は杭穴を掘削した状態、（ｂ）
は杭穴内に既製杭を埋設し杭を構築した状態、（ｃ）は杭の支持力を説明する図、（ｄ）
は引抜力を説明する図である。
【図２】（ａ）はこの発明の既製杭の正面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線における断面図
、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ線における断面図である。
【図３】（ａ）はこの発明の実施例で構築した杭構造の正面図、（ｂ）は荷重を付加した
場合の破壊状態の正面図、（ｃ）は引抜力を付加した場合の破壊状態を表す。
【図４】同じく比較例の杭構造で、荷重を付加した場合の破壊状態の正面図を表す。
【図５】（ａ）は既製杭の他の実施例の正面図、（ｂ）は（ａ）のＣ－Ｃ線における断面
図、（ｃ）は（ａ）のＤ－Ｄ線における断面図、（ｄ）は（ａ）のＥ－Ｅ線における断面
図である。
【図６】同じく既製杭の他の実施例で、（ａ）は正面図、（ｂ）は底面図である。
【図７】この発明の実施例３の埋設方法を説明する概略した縦断面図で、（ａ）は杭穴を
掘削した状態、（ｂ）（ｃ）は杭穴内に既製杭を埋設している途中の状態、（ｄ）は杭を
構築した状態である。
【図８】（ａ）乃至（ｄ）は、実施例３に使用する既製杭の正面図である。
【図９】同じく実施例３に使用する既製杭で（ａ）は拡大横断面図、（ｂ）は配筋を説明
する概略した正面図である。
【図１０】同じく実施例３に使用する他の既製杭で（ａ）は拡大横断面図、（ｂ）は配筋
を説明する概略した正面図である。
【図１１】同じく実施例３に使用する他の既製杭で（ａ）は拡大横断面図、（ｂ）は配筋
を説明する概略した正面図である。
【図１２】この発明の実施例４の埋設方法を説明する概略した縦断面図で、（ａ）は杭穴
を掘削した状態、（ｂ）（ｃ）は杭穴内に既製杭を埋設している途中の状態、（ｄ）は杭
を構築した状態である。
【図１３】（ａ）乃至（ｄ）は、実施例４に使用する既製杭の正面図である。
【図１４】同じく実施例４に使用する既製杭で（ａ）は拡大横断面図、（ｂ）は一部正面
図、（ｃ）は配筋を説明する概略した正面図である。
【図１５】（ａ）（ｂ）は従来例の基礎杭構造の概略した縦断面図である。
【符号の説明】
【０１５２】
　１ 杭穴
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　２ 杭穴の軸部
　３ 杭穴の拡底部
　４ 既製杭
　５、６、７、１２ 環状リブ（既製杭）
　８ 軸部（既製杭）
　８ａ 既製杭の底面（最下端面）
　１０ 杭構造
　１１ 支持地盤面（地盤底面）
　１６ ストレート杭（従来例）
　１８ 杭構造（従来例）
　２１、２２、２３ 突起
　２４ ＳＴ杭（従来例）
　２６ 杭穴（従来例）
　２７ 杭穴の軸部（従来例）
　２８ 杭穴の拡底部（従来例）
　３０ 上杭
　３２ 下杭
　３３ 下杭の軸部
　３４ 下杭の連結部
　３５ 下杭の段部
　３７ ＰＣ鋼棒
　３９ 異形鋼棒
　４３ 下杭の上部軸部
　４４ 異形鋼棒

【図１】 【図２】



(18) JP 4724878 B2 2011.7.13

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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